
 

 

 

 

 

 

救急活動中の事故に係る専決処分の報告について 

 

 

１ 

令和６年９月３日 

総務常任委員会資料 

消防本部警防救急課 

１．事故発生日時 令和６年７月１９日（金） 午後０時１８分頃 

２．事故発生場所 宇治市槇島町一ノ坪１４番地１ 

３．事故の概要 

傷病者をストレッチャーで屋外に搬送する際、スト

レッチャー後部（足側）を設置されていたパーティシ

ョンに接触させ、パーティションの表面の一部を破損

したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．損害賠償の相手方 

 京都市下京区烏丸通仏光寺下る 

大政所町６８０番地１ 

 株式会社京都トラストメディカ 

 代表取締役 早川 潤 

５．示談締結日 令和６年８月２７日 

６．損害賠償の額 ２２，０００円 
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①使用したストレッチャー サイズと接触部位 

 

 

  

 

 

 

 

②玄関から見た状況                 ③内部から玄関及び接触箇所を見た状況 
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④破損箇所の状況（拡大） 破損箇所の高さ 1000 ㎜はストレッチャーで搬送時の高さと一致し、これより下は

カーテンがパーティションを覆っており、傷病者搬送時は視認しづらい状況であった。 

       

 

⑤通路幅（事故時、左側全ての椅子に着座されて   ⑥着座されている方の足を除くと約 650㎜の幅を 

いる状況であった。）               全幅 570㎜のストレッチャーで通過した。 
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